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高等教育の修学支援新制度への本学の対応について 

 

南山大学は、2020年度より開始された「高等教育の修学支援新制度」について、文部科

学省より対象校として認定されており、今年度も機関要件の確認（更新）申請を行ってお

ります。 

つきましては、2027年度入試の入学手続時における入学金および授業料の納入に関しま

しては、以下のとおり対応させていただきます。 

 

時期 対応 

入学手続時 入学金（入学手続延期手数料を含む）に関しましては、減免相当額を含

む全額の納入をお願いいたします。授業料に関しましては、減免相当額

を差し引いた残額の納入をお願いいたします。 

入学後 支援対象者の決定を受けて、入学金にかかる減免相当額を返還させてい

ただきます＊。 

＊ 入学辞退者にかかる「入学金（入学手続延期手数料を含む）」に関しましては、いかなる理由があっ

ても返還いたしません。 

 

同修学支援新制度の高校時予約採用手続をされた方は、本学出願時に日本学生支援機構

からの採用候補者決定通知のコピーまたは簡易版を提出してください。出願時に提出が無

かった場合は、入学手続時には一旦、減免相当額を含む全額の入学手続金を納入いただ

き、入学後に減免相当額を返還させていただきます。 

 

・ 制度の概要（文部科学省 Webページ） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm 

以上 

 

【本件に関する問い合わせ窓口】 

南山大学 学生課 

Phone ：052-832-3118（平日 9:00～17:00） 

E-mail：gakusei-ka@nanzan-u.ac.jp 


